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　　　 附　 則
１　 この要項は、告示日から施行し、平成 ��年 �月 �日以降新たな貸付決定を行う貸付に
　関する契約から適用する。
２　 この要項の適用日前に改正前の熊本県中小企業高度化資金貸付要項の規定に基づいて
　貸し付けられた高度化資金については、なお従前の例による。

　登載依頼

熊本県地方労働委員会告示第 2 号
　当委員会は、地方公営企業労働関係法（昭和 ��年法律第 ���号）第 �条第 �項の規定に
基づき、同法第 �条第 �項の職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労
働組合法（昭和 ��年法律第 ���号）第 �条第 �号に規定する者の範囲を、平成 ��年 �月
�日認定したので、次のとおり告示する。
　なお、平成 ��年熊本県地方労働委員会告示第 �号は、�廃止する。�
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県地方労働委員会　　 会長　 冨　 永　 清　 美
　水俣市水道局の職員が結成し、又は加入する全日本水道水俣水道労働組合については、
当該企業の職員のうち次の表に掲げる者

　正　　 誤

　平成 ��年 �月 ��日熊本県条例第 ��号（熊本県税条例等の一部を改正する条例）中に誤
りがあったので、次のとおり訂正する。
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労働組合法第�条第�号に規定する者勤務箇所

局長、次長、主幹（人事又は労働関係の事務を行う者に限る。）、総務経理係長水道局　

誤正行段ページ

旧条例改正前の熊本県税条例�下�
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